
     こ障福第 3461 号 

     令和７年３月７日  

市内障害児通所支援事業所・障害児相談支援事業所  

運営法人代表者・管理者様 
 

   横浜市こども青少年局障害児福祉保健課長 

  

災害時情報共有システムの運用テストの実施に向けた準備について（依頼） 

 

  日頃より本市の障害福祉施策にご協力を賜り御礼申し上げます。 

 さて、本市では令和 7年度から、情報公表システムに付随した「災害時情報共有システム」を本格

運用し、地震等の災害発生時又は台風や大雨など災害発生の警戒を要する状況となった場合に、当該

システムを用いて、事業所から被災状況の報告をいただく予定です。 

 【参考：動画による説明を見ることができます】 

https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/saigaisysshofuku/shofuku_movie/saigaishofukusys_m004.html 

つきましては、事業所の登録確認及びシステムの使用訓練を目的として、障害児通所支援事業所及

び障害児相談支援事業所を対象として、３月 17日（月）12時頃にシステムの運用テストを行う予定

です。 

これに先立ちまして、各事業所におかれましては、必要な事前準備について以下の通りご対応をお

願いいたします。 
 

本システムの運用には、各事業所で、①情報公表システムへの登録と公開設定、②「システムから

の連絡用メールアドレス」の登録の２点が行われていることが必要です。 

以下の日程でご対応ください。 

 対応をお願いする内容 参照 日程 

① 情報公開システム登録と公開設定の確認（事業所） 
【別紙１】 

３月 ７日（金）～ 

３月 14日（金） ② 「システムからの連絡用メールアドレス」の登録 

③ 災害情報テストメール配信（市→事業所） 

【別紙２】 

３月 17日（月） 

④ テスト送信（事業所➡市） 
３月 17日（月）～ 

３月 21日（金） 
 

 

 上記の①～②の対応ができない場合もしくは③の配信がない場合は、情報公表システムへの登録が

できていない場合があります。【別紙３】を参照の上、至急ご登録をお願いいたします。 

※ 情報公表システムによる報告については、児童福祉法児童福祉法第 33 条の 18 第１項の規定によ

る事業者情報の報告として、障害児通所支援事業者等は本市への報告及び年に１回以上の更新を行

うことが定められています。   

 

担当 横浜市こども青少年局障害児福祉保健課  

E-mail：kd-syogaijifukuho@city.yokohama.lg.jp  

 

 

 

 



 

【別紙１】 

 「障害福祉サービス等情報公表システム操作説明書」

https://www.wam.go.jp/content/files/pcpub/top/shofukupubsys/manual/jigyo_smanual_1.6.pdf 

 

①情報公表システムへの登録と公開設定：操作説明書 p.16-35 

１ 情報公表システムへのログイン 

  

  ログインＩＤとパスワードを入力してログインします。 

※①ＩＤの登録を行っていない事業所②ＩＤを失念した事業所は【別紙３】をご参照ください。 

 

２ 事業所詳細情報の登録・公表状況の確認：操作説明書 p.16 

  ①ホーム画面の「事業所情報の照会・編集を行う」タブをクリックして画面を切り替えます。 

  ②ＩＤに紐づく事業所を検索 

  ③登録年月日が表示されているかを確認 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

３ 必要に応じて、事業所詳細情報の内容の確認・更新をします。：操作説明書 p.19-35 

４ 事業所詳細情報の公開について承認申請を行います。：操作説明書 p.42 

   

  

 https://www.int.wam.go.jp/sfkohyoin/ 

事業所詳細情報が  

公開されたことがある

場合は、ここに年月日

が表示されます。 

https://www.wam.go.jp/content/files/pcpub/top/shofukupubsys/manual/jigyo_smanual_1.6.pdf
https://www.int.wam.go.jp/sfkohyoin/


 ②「システムからの連絡用メールアドレス」の登録：操作説明書 p.46-48 

１ 事業者アカウント情報の変更 

  ①ホーム画面の「事業者アカウントの確認・編集を行う」タブで画面を切り替えます。 

  ②「システムからの連絡用メールアドレス」を確認・入力します。 

 

２ 入力したデータを登録する 

  「入力したデータを登録する」ボタンで登録を行います。 

 

 

３月 14 日（金）までに確認・登録をお願いします。 

 

  

災害時情報共有システム

からのメールは 

このメールに届きます。 



 

【別紙２】 

③ 災害情報テストメール配信 

令和７年３月 17日（月）12時ごろ、システムから各事業所あてにメールが配信されます。 

メールの件名等には「【訓練】」と表示されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ テスト送信（事業所➡市） 

 

上記メールに記載されているＵＲＬにアクセスし、テスト報告をお願いします。 

【参考１】報告の流れ（動画） 

https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/saigaisysshofuku/shofuku_movie/saigaishofukusys_m004.html 

 

 【参考２】障害者支援施設等災害時情報共有システム 操作説明書 p.13-28 

https://www.wam.go.jp/content/files/pcpub/top/saigai/manual/shofukushi_saigaisys_manual_s15.pdf 

 

 

 

 

３月 17 日（月）から３月 21 日（金）の間に確認・登録をお願いします。時間の指定はありません。 

３月 21 日（金）以降、送信が確認できない場合等、当課からご連絡を差し上げることがあります。 

 

 

 

 

 

  

ここに【訓練】が表示 

https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/saigaisysshofuku/shofuku_movie/saigaishofukusys_m004.html
https://www.wam.go.jp/content/files/pcpub/top/saigai/manual/shofukushi_saigaisys_manual_s15.pdf


 
【別紙３】 

※情報公表システムに登録を行っていない事業所のみ 

情報公表システムのＩＤ取得について 

事業所がこのシステムを利用するためには、まず法人単位で付与されているＩＤ・パスワードで 

情報公表システムにログインし、事業所情報の登録をサービス種類ごとに行っていただく必要があり

ます。  

 

１ ＩＤ・パスワード確認手順 

①ＩＤの登録を行っていない事業所 ②ＩＤを失念した事業所 は、こちらから申請を行ってくだ

さい。 

  

（１）横浜市電子申請・届出システムより事業所向け手続きをクリックし、 

キーワード検索で「情報公表」と入力してください。 

 

（２）「（横浜市内の障害児通所支援事業所）障害福祉サービス等 

情報公表制度 横浜市（児童）事業者ＩＤ申請フォーム」から 

申請してください。 

 
（３）本市より連絡がありますので、手続きをお願いします。 

 
 
 
 

 

ID 取得後、別紙 1、別紙２のとおり、災害時情報共有システムのテスト送信に向けた準備を 

お願いします。 

 

 

 


